
第 1 回 三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 事項書 

 

平成２３年９月２２日（木） 

代表者会議終了後 

議事堂２階 ２０１委員会室 

 

 

１ 座長及び副座長の選出について 

 
 
 
 

２ 今後の進め方について 

 
 
 
 

３ その他（第２回検討会の開催等） 

 

 

 

 

 

※ 添付書類   
  資料１ 三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 委員名簿 
  資料２ 三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 運営要綱 
  資料３ 政策担当議員からの報告（条例検討会基本フレーム） 
  資料４ 三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会の展開（案） 
  資料５ 歯科口腔保健の推進に関する法律の概要 
  資料６ 歯科口腔保健の推進に関する法律 



 

三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 委員名簿 

 

平成２３年９月２２日 

会 派 名 委 員 名 

新政みえ 
 

  
   田 中  智 也 

 
吉 川    新 
 
杉 本  熊 野 
 
稲 垣  昭 義 
 

 
自民みらい 

 

 
石 田  成 生 
 
中 嶋  年 規 
 
青 木  謙 順 
 

 
鷹山 

 

 
   大久保  孝 栄 

 
 

公明党 
 

 
   今 井  智 広 

 

 

資料１ 



三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 運営要綱 

 
（趣旨） 
第１条 歯と口腔の健康づくりに関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行

うため、三重県議会基本条例（平成１８年三重県条例第８３号）第１４条第

１項の規定により設置された三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会

（以下「検討会」という。）の所掌事項、組織、運営等については、この要綱

の定めるところによる。 

 
（所掌事項） 
第２条 検討会は、歯と口腔の健康づくりに関する事項を調査し、及び検討す

るものとする。 

 
（検討会の組織） 
第３条 検討会は、委員９人以内で組織する。 
２ 委員は、県議会議員のうちから県議会議長が指名する。 

 
（任期） 
第４条 委員の任期は、調査及び検討の終了までの間とする。 

 
（座長及び副座長） 
第５条 検討会に、座長１人及び副座長１人を置く。 
２ 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。 
３ 座長は、検討会の会務を総理する。 
４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは

その職務を代理する。 

 
（会議） 
第６条 検討会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。ただし、委員の

指名後最初に開かれる会議は、県議会議長が招集する。 
２ 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決

するところによる。 
３ 前項の場合においては、座長は、委員として議決に加わることができない。 
４ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会への出

席又は資料の提出若しくは調査を求めることができる。 
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（事務） 
第７条 検討会の事務は、県議会事務局企画法務課において処理する。 

 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、三重県議

会基本条例第１４条第２項の規定により県議会議長が定める。 

 
附 則 

この要綱は、平成２３年９月１４日から施行する。 



 

 

 

１ 名称 

  「三重県歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）検討会」 

 

２ 目的・内容 

三重県における歯と口腔の健康づくりに関し、条例の制定に

向けた調査・検討を行う。 

① 「ヘルシーピープルみえ・２１」や現行法で対応できてい

ない部分を補足 

② 地域間格差の解消 

（12 歳の虫歯全国ワースト３からの脱却、県内格差の解消）

③ 世代別（子ども、成人、お年寄り）の取り組みを規定 

④ 現状調査と課題整理 

   （歯科医師会や行政などからの聴取） 

 

３ 委員構成 

   新政みえ４ 自民みらい３ 少数会派２ 

 

４ 目標 

   平成 23 年度内を目途に条例制定 

 

 

資料３ 

平成 23 年 9月 1日 代表者会議資料 

政策担当議員で検討し報告があったもの 



歯と口腔の健康づくり推進条例検討会の展開（案） 

 

第１回検討会 ９月 

○正副座長の選出 
○今後の進め方 
○歯科口腔保健の推進に関する法律 

 
第２回検討会 10 月 

○本県の現状と課題（県執行部からの聴取、市町の取組状況ほか） 
○関係者の現状認識（歯科医師会ほか） 

 
第３回検討会 11 月 

○条例の目的、基本理念、基本的施策等について 
 
 
中間まとめ 

正副座長案の作成（条例素案） 
 
第４回検討会 12 月 

○条例素案について意見交換 
 
関係常任委員会、代表者会議への報告 
 
 
パブリックコメント １月 
 
 
第５回検討会 2 月 

○条例修正案について意見交換 
 
最終案 3 月 

・関係常任委員会、代表者会議へ報告 
 
議会運営委員会 → 本会議    
 

資料４ 


















